
目

次

告

示

○
救
急
病
院
の
設
置
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
医
療
薬
務
課
）
…
一

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
療
機

関
の
名
称
の
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
一

○
喀
痰
吸
引
等
業
務
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
二

○
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
漁
獲
共
済
加
入
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
二

公

告

○
県
有
地
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
港
湾
空
港
課
）
…
三

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

出
先
機
関

○
道
路
の
位
置
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
下
北
地
域

県

民

局
）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
七
十
一
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

認
定
の
有
効
期
限

津
軽
保
健
生
活
協
同
組

合
健
生
病
院

弘
前
市
大
字
扇
町
二
丁
目
二
の
二

平
成
三
十
二
年
九
月
三
十
日

青
森
県
告
示
第
六
百
七
十
二
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
二
十
四
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
勝
田
店

青
森
市
勝
田
一
丁
目
二
〇
の
一

平
成
二九･
九･
一

変
更
後

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
青
森
勝
田

店

変
更
前

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
田
向
店

八
戸
市
大
字
田
向
字
毘
沙
門
平
三

二
の
一

〃

変
更
後

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
八
戸
田
向

店

変
更
前

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
剣
吉
店

三
戸
郡
南
部
町
大
字
剣
吉
字
堰
合

一
五
の
四

〃

変
更
後

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
青
森
剣
吉

店

変
更
前

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
佃
店

青
森
市
中
佃
二
丁
目
七
の
三
三

〃

変
更
後

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
青
森
中
佃

店

青
森
県
報
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四
千
三
百
五
十
四
号

平
成
二
十
九
年

九
月
二
十
五
日

（
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曜
日
）



変
更
前

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
青
葉
店

八
戸
市
青
葉
三
丁
目
三
一
の
一

〃

変
更
後

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
八
戸
青
葉

店

変
更
前

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
鰺
ヶ
沢
店

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
舞
戸
町

字
下
富
田
五
七
の
二

〃

変
更
後

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
青
森
鰺
ヶ

沢
舞
戸
店

変
更
前

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
広
田
店

五
所
川
原
市
大
字
姥
萢
字
船
橋
二

四
二
の
六

〃

変
更
後

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
五
所
川
原

広
田
店

変
更
前

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
田
向
南
店

八
戸
市
大
字
田
向
字
冷
水
二
三
の

一

〃

変
更
後

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
八
戸
田
向

南
店

変
更
前

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
西
大
野
店

青
森
市
西
大
野
三
丁
目
一
三
の
八

〃

変
更
後

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
青
森
西
大

野
店

変
更
前

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
城
下
店

八
戸
市
城
下
四
丁
目
四
の
一
九

〃

変
更
後

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
八
戸
城
下

店

青
森
県
告
示
第
六
百
七
十
三
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
喀
痰
吸
引
等
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登

録

番

号
登

録

年
月
日
氏
名
又
は

名

称
住

所

事

業

所

業
務
開
始

予

定

年
月
日
備

考

名

称
所
在
地

〇二一五〇〇

〇一一

平
成
二九･
九･一四
社
会
福
祉

法
人
同
伸

会

八
戸
市
大

字
大
久
保

字
大
山
三

二
の
一

特
別
養
護

老
人
ホ
ー

ム
瑞
光
園

八
戸
市
大

字
大
久
保

字
大
山
三

五
の
一

平
成
二九･一一･
一
介
護
老
人

福
祉
施
設

〇二一五〇〇

〇一二

〃

社
会
福
祉

法
人
同
伸

会

八
戸
市
大

字
大
久
保

字
大
山
三

二
の
一

特
別
養
護

老
人
ホ
ー

ム
瑞
光
園

八
戸
市
大

字
大
久
保

字
大
山
三

五
の
一

〃

短
期
入
所

生
活
介
護

〇二一五〇〇

〇一三

〃

社
会
福
祉

法
人
同
伸

会

八
戸
市
大

字
大
久
保

字
大
山
三

二
の
一

瑞
光
園
ハ

イ
ツ
白
銀

台

八
戸
市
大

字
白
銀
町

字
姥
久
保

二
五
の
一
〃

地
域
密
着

型
介
護
老

人
福
祉
施

設
入
所
生

活
介
護

〇二一五〇〇

〇一四

〃

社
会
福
祉

法
人
秋
葉

会

八
戸
市
大

字
河
原
木

字
八
太
郎

山
三
の
一

三
八

八
太
郎
山

療
護
園

八
戸
市
大

字
河
原
木

字
八
太
郎

山
三
の
一

三
八

二九･一〇･
一
施
設
入
所

支
援

青
森
県
告
示
第
六
百
七
十
四
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

区

域

区

分

下
北
郡
東
通
村
大
字
野
牛
字

ノ
平
九
四
の
七

三
國

廣
志

下
北
郡
東
通
村
大
字
野
牛
字
古
野
牛
川
一
五
三
國

優

野
牛
区
域

野
牛
漁
業
協
同

組
合
の
地
区

主
と
し
て
底
建
網

漁
業
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公

告

県
有
地
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
土
地
の
売
却

所

在

地

地

目

地
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

青
森
市
青
柳
一
丁
目
一
〇
一
の
二
の
う
ち

公
衆
用
道
路

六
〇
〇
・
一
八

二

予
定
価
格

千
五
百
十
八
万
四
千
五
百
五
十
四
円

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

四

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

一
に
掲
げ
る
土
地
の
所
在
地

五

売
却
す
る
物
件
の
地
積
測
量
図
等
の
書
面
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
県
土
整
備
部
港
湾
空
港
課

六

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎
北
棟
三
階
県
土
整
備
部
Ｂ
会
議
室

２

日
時

平
成
二
十
九
年
十
月
十
一
日

午
前
十
一
時

七

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
の
額

契
約
金
額
（
入
札
保
証
金
に
あ
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額
）
の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金
額

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

九

代
金
の
納
入
期
限

土
地
売
買
契
約
書
に
よ
り
定
め
た
納
入
期
限
ま
で
に
納
入
す
る
。

十

そ
の
他

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

２

平
成
二
十
九
年
十
月
五
日
午
後
三
時
か
ら
、
青
森
市
青
柳
一
丁
目
一
〇
一
の
二
の
う
ち
に
お

い
て
現
地
説
明
を
行
う
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
平
設
備

二

代
表
者
の
氏
名

平
導
高

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
新
井
田
西
一
丁
目
二
五
の
一
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
四
）
第
一
三
四
一
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
二
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
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に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

小
泉
技
建

二

氏
名

小
泉
勝
彦

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
豊
間
内
字
熊
戸
七
三
の
一
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
六
）
第
三
〇
〇
四
三
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
九
年
八
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

出

先

機

関

下
北
地
域
県
民
局
告
示
第
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六

年
二
月
青
森
県
規
則
第
二
十
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
下
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

及
び
む
つ
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
五
日

下
北
地
域
県
民
局
長

濱

谷

雅

人

位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

む
つ
市
赤
川
町
一
二
六
の
四

四
一
・
二
一
メ
ー
ト

ル

六
・
一
〇
メ
ー
ト
ル

平
成
二九･
九･一五
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭


